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３．年金・医療
年金、医療、介護の不安をなくし、誰もが安心して暮らせるようにします。
後期高齢者医療制度は廃止し、医師の数を１．５倍にします。

【安定した生活を実現する政策】
医学部学生を１．５倍に増やし、医師数を先進国並みにします。看護師などの医療

従事者も増員します。

民主党マニフェスト

民主党政策集 INDEX2009
医師養成数を１．５倍に増加

医師養成の質と数を拡充します。当面、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟諸国

の平均的な人口当たりの医師数（人口１０００人当たり医師３人）を目指します。
大学医学部定員を１．５倍にします。既存医学部の増員、看護学科等を持ち、

かつ、病院を有する大学の医学部設置等を行います。医師養成・協力機関等に
十分な財政的支援を行うとともに、奨学金を充実させます。

鳩山総理施政方針演説（平成２２年１月２９日）
（いのちを守る医療と年金の再生）

～健康な暮らしを支える医療へと再生するため、医師養成数を増やし、診療報酬を
十年ぶりにプラス改定します。
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（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化）

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成長の礎である。しかし、既
存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高い
サービスへの需要の高まり等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払
拭し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医療・介護サービスの基盤
を強化する。

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療・介護従事者の確
保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的
医療の集約化、介護施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービスを安
定的に提供できる体制を整備する。

２．６つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

（２）ライフ・イノベーションによる健康大国戦略

新成長戦略（基本方針）（平成２１年1２月３０日閣議決定）

（研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）

（中略）2020 年までに、世界をリードするグリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）やラ
イフ・イノベーション（医療・介護分野革新）等を推進し、独自の分野で世界トップに立つ大学・

研究機関の数を増やすとともに、理工系博士課程修了者の完全雇用を達成することを目指す。

（５）科学・技術立国戦略



3

※１ 2006 ※２ 2004
注１ 単純平均とは、各国の人口当たり医師数の合計を国数で割った数のこと。
注２ 加重平均とは、全医師数を全人口で割った数のこと。
注３ 一部の国では、臨床医数ではなく総医師数を用いている。 出典：OECD Health Date 2009（平成21年）

人口1,000人当たり臨床医数の国際比較（2007年（平成19年））
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4（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査

人口１０万対医師数の年次推移

○ 近年、医師国家試験の合格者は毎年7,600～7,700人程度であり、
死亡等を除いても、医師の総数は毎年3,500～4,000人程度増加。

（医師数） 平成10年 24.9万人 •  平成20年 28.7万人
○ 人口10万人対医師数についても毎年増加。

人口１０万対医師数

総医師数

（医師数総数） （人口10万対医師数）
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○都道府県別に見て、人口10万人対医師数は最小で146.1(埼玉県)から最大で299.4(徳島県) 。
（人口１０万人対従事医師数で見ると、最小で139.9（埼玉県）から最大で279.2（京都府）。）

注）　総医師数…医師・歯科医師・薬剤師調査に届け出た全ての医師の数
       従事医師数…総医師数のうち、医療機関（病院・診療所）に勤務する医師の数

出典：厚生労働省大臣官房統計情報部

平成20年 医師・歯科医師・薬剤師調査

都道府県別にみた人口１０万人対医師数
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(参考)総医師数

全国平均・・・224.5人

最大都道府県・・・徳島県(299.4)

最小都道府県・・・埼玉県(146.1)

最大と最小の差は、約2.0倍

人口10万人対医師数の
平成10年→平成20年の増加率

全国 114.2％（196.6 → 224.5)

東京 112.2％（264.4 → 296.6)

大阪 112.4％（228.9 → 257.2)

愛知 109.8％（175.0 → 194.8)
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注）１ 内科・・・内科、心療内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、神経内科
外科・・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科 精神科・・・精神科、神経科
耳鼻いんこう科・・・耳鼻いんこう科、気管食道科 泌尿器科・・・泌尿器科、性病科、こう門科

注）２ 診療科別医師数の年次推移については、標ぼう診療科名の改正の影響により、単純な比較が
難しい場合がある

多くの診療科で微増傾向であるものの、外科・産婦人科では減少。
※ リハビリテーション科、形成外科は、もともとの数が少なかったため、増加率は大。

診療科別医師数の推移（平成６年を1.0とした場合）
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平成20年 医師・歯科医師・薬剤師調査
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臨床系以外の医師数

（単位：人、（）内は平成10年を100とした場合）

平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年

総数
248,611
(100)

255,792
(103)

262,687
(106)

270,371
(109)

277,927
(112)

286,699
(115)

医療施設・介護
老人保健施設以
外の従事者

7,777
(100)

8,154
(105)

8,611
(111)

8,607
(111)

8,696
(112)

8,923
(115)

医育機関の臨床
系以外の勤務者
又は大学院生

4,125
(100)

4,319
(105)

4,151
(101)

4,049
(98)

3,965
(96)

3,695
(90)

医育機関以外の
教育機関又は研
究機関の勤務者

1,144
(100)

1,107
(97)

1,223
(107)

1,211
(106)

1,354
(118)

1,528
(134)

行政機関・産業
医・保健衛生施
設の従事者

2,508
(100)

2,728
(109)

3,237
(129)

3,347
(133)

3,377
(135)

3,700
(148)

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査

臨床以外に従事する医師数の推移
医師総数に占める医育機関の臨床系

以外の勤務者又は大学院生の割合

1.289%
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査
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将来従事したい診療科または基礎系の分野

① 対象：医学生（８０大学医学部の６年生）回答者数：５，１３７人

② 対象：初期研修医（大学病院８０施設及び臨床研修病院８０施設の研
修医）回答者数：１，７９３人

③ 対象：初期研修修了医（大学病院８０施設及び臨床研修病院８０施設
の卒後３～５年目の医師）回答者数：1，３１０人

(出典）「全国医学部長病院長会議」及び「臨床研修協議会」調べ。平成20
年12月現在。
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③



9

医学部入学定員に関する経緯

7,6252,8806554,090平成１９年４月
削減後の定員

8,486787    3,1714,528平成２１年４月

8,2803,0406604,580ピーク時の定員
昭和５６年４月

合計（79校）私立(29校）公立（8校）国立（42校）区 分

○昭和５７年９月 「今後における行政改革の具体化方策について」閣議決定
医師については、全体として過剰を招かないように配意し､適正な水準となるよう合理的な養成計画の確立に
ついて政府部内において検討を進める。

○平成９年６月 「財政構造改革の推進について」閣議決定
大学医学部の整理･合理化も視野に入れつつ引き続き医学部定員の削減に取り組む。

○昭和６１年６月 厚生省「将来の医師需給に関する検討委員会」最終意見
平成７年を目途として医師の新規参入を最小限10％削減すべき。

○平成１８年８月 「新医師確保総合対策」
平成２０年度から、医師不足が深刻な県（青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重）
及び自治医科大学の計１１大学を対象に最大１１０名の期限付増員

○平成１９年５月 「緊急医師確保対策」
最大２８５名（各都道府県最大５名（北海道１５名等）の期限付増員

○平成２０年６月 「経済財政改革の基本方針２００８」
「これまでの閣議決定に代わる新しい医師養成の在り方を確立」とし、「早急に過去最大程度まで増員する」と記載
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平成２２年度医学部入学定員の増員について

○平成18年の「新医師確保総合対策」により医師不足が深刻な都道府県（青森、岩手、秋田、山形、福島、
新潟、山梨、長野、岐阜、三重）について各１０名、平成19年の「緊急医師確保対策」により全都道府県に
ついて各５名などの入学定員の増員を実施。

○「経済財政改革の基本方針２００８」 を踏まえ、平成２１年度の入学定員を8,486人に増員。

１．これまでの経緯

平成22年度の医学部入学定員については、以下の枠組みで360人増の8,846人に増員。

①地域の医師確保の観点からの定員増 313人
都道府県が地域医療再生計画に基づき奨学金を設け、大学が地域医療を担う意思を持つ者を選抜し地域

医療等を教育を実施。

②研究医養成のための定員増 17人
複数の大学と連携し、研究医養成の拠点を形成しようとする大学で、研究医の養成・確保に学部・大学

院教育を一貫して取り組む各大学３人以内の定員増。

③歯学部入学定員の削減を行う大学の特例による定員増 30人

歯学部を併せて有する大学が当該歯学部の入学定員を減員する場合の定員増。

※増員期間は平成31年度までの10年間

２．平成２２年度の医学部定員増
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平成２１年度定員
平成２２年度増員数

平成２２年度定員
地域枠増 研究医増 歯振替増 合計

国立 （４２） 4,528 227 (37) 13 (8) 25 (5) 265 (42) 4,793 

公立 （８） 787 25 (6) 0 (0) 0 (0) 25 (6) 812

私立 （２９） 3,171 61 (12) 4 (3) 5 (1) 70 (13) 3,241

合計 （７９） 8,486 313 (55) 17 (11) 30 (6) 360 (61) 8,846

入学定員

の推移

7625

過去最大
定員

S56-S59 S60-H10 H11-H14 H15-H19

平成９年
閣議決定後

抑制後
定員

昭和５７年
閣議決定後

(年度)

平成２２年度
（予定）

7630
77938280 8260

7640
(人数)

8486

医師確保
対策後
定員

H20-H21

入学定員

の推移

7625

過去最大
定員

S56-S59 S60-H10 H11-H14 H15-H19

平成９年
閣議決定後

抑制後
定員

昭和５７年
閣議決定後

(年度)

平成２２年度
7630

77938280 8260
7640

(人数)
8486

医師確保
対策後
定員

H20-H21

8846

入学定員

の推移

7625

過去最大
定員

S56-S59 S60-H10 H11-H14 H15-H19

平成９年
閣議決定後

抑制後
定員

昭和５７年
閣議決定後

(年度)

平成２２年度
（予定）

7630
77938280 8260

7640
(人数)

8486

医師確保
対策後
定員

H20-H21

入学定員

の推移

7625

過去最大
定員

S56-S59 S60-H10 H11-H14 H15-H19

平成９年
閣議決定後

抑制後
定員

昭和５７年
閣議決定後

(年度)

平成２２年度
7630

77938280 8260
7640

(人数)
8486

医師確保
対策後
定員

H20-H21

8846

３．増員に伴う教育環境の整備

平成２１年度補正予算（第２号）及び２２年度予算において、増員に必要な教員経費等の教育
環境の整備に係る必要な経費を計上。

○解剖実習台、顕微鏡等の学生教育用設備の整備（２１年度補正予算）
国立大学法人設備整備費補助金 20.6億円 （対象42大学）
私立大学等研究設備整備費等補助金 3.2億円（対象13大学（2分の1補助））

○地域医療教育の講座充実に必要な経費等（22年度予算）
国立大学法人運営費交付金 12.6億円（教員112名、非常勤講師63名分）
私立大学等経常費補助金 2.2億円

（ ）内は大学数 私立大学については募集人員の増を含む
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地域枠の取組について
地域を指定した入学者選抜（地域枠）等の導入状況
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実施大学数 地域枠等に係る募集人員

21大学
173人

9大学
64人7大学

49人
6大学
44人

6大学
44人2大学

11人

4大学
23人

3大学
18人

3大学
18人

3大学
18人

18大学
129人

33大学
403人

47大学
714人

65大学
1076人

平成22年4月医学教育課調べ
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医学教育モデル・コア・カリキュラム（抄）－生理学教育の例－

B 医学一般 １ 個体の構成と機能
（１）細胞の基本構造と機能

一般目標：細胞の微細構造と機能を理解する
【細胞の構造】
（準備教育モデル・コア・カリキュラム参照）

【細胞膜】
到達目標：
１）細胞膜の構造と機能を説明できる。
２）細胞内液・外液のイオン組成、浸透圧と静止（膜）電位を説明できる。
３）膜のイオンチャネル、ポンプ、受容体と酵素の機能を概説できる。
４）細胞膜を介する物質の能動・受動輸送過程を説明できる。
５）細胞膜を介する分泌と吸収の過程を説明できる。
６）細胞接着の仕組みを説明できる。
【細胞骨格と細胞運動】
到達目標：
１）細胞骨格を構成するタンパク質とその機能を概説できる。
２）アクチンフィラメント系による細胞運動を説明できる。
３）細胞内輸送システムを説明できる。
４）微小管の役割や機能を説明できる。
【細胞の増殖】
到達目標：
１）細胞分裂について説明できる。
２）細胞周期の各期とその調節を概説できる。
３）減数分裂の過程とその意義を説明できる。

※準備教育モデル・コア・カリキュラム
【細胞の構造と機能】
到達目標

１）細胞の観察法を説明できる。
２）細胞の全体像を図示できる。
３）核とリボソームの構造と機能を説明できる。
４）小胞体、ゴルジ体、リソソームなどの細胞内膜系の

構造と機能を説明できる。
５）ミトコンドリア、葉緑体の構造と機能を説明できる。
６）細胞骨格の種類とその構造と機能を概説できる。
７）細胞膜の構造と機能、細胞同士の接着と結合様式

を説明できる。

８）原核細胞と真核細胞の特徴を説明できる。
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これまでの医学教育の問題点

学生の卒業までの
到達目標が不明

基礎と臨床科目の
間、講座間の壁

短期ローテーショ
ン、見学型の臨床実

習

医学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会議（平成１３年）
（座長：高久 史麿 自治医科大学長）

医学教育改革の方向性

モデル・コア・カリキュラムの
策定

学生が修得すべき教育内容の
精選と到達目標の明確化

診療参加型臨床実習の実施の
ためのガイドラインの作成

診療参加型臨床実習への転換

医療の高度化と
ニーズの多様化

臨床実習開始前の
「共用試験」の導入

臨床実習に臨む学生の適切な評
価システムの構築

医学教育改革の動向



15

医学教育モデル・
コア・カリキュラム

医学部学生が卒業までに修得すべき教育内容と到達目標を明らかにし、基礎医学と臨床医学
を関連づけ、症候から病態を推理し診療の流れを学ぶ臨床現場に即した統合的なカリキュラム

学生が履修する時間数（単位数）の３分の２程度を目安
モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する恒常的な検討組織を設置（平成１９年）

臨床実習開始
前「共用試験」

医学生が患者の同意を得て臨床実習に参加するために必要な、学生の能力の事前評
価について、全国的に一定水準を確保するための全国共通の標準評価試験

 コンピュータを用い総合的知識を評価するＣＢＴ(Computer Based Testing)と、患者役
のボランティアの協力を得て基本的診療技能と態度を評価するＯＳＣＥ(objective 
Structured Clinical Examination)で構成

共用試験の成績は各大学の成績と共に臨床実習開始前の進級判断等として活用

医の原則
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
とﾁｰﾑ医療

医療の安
全性確保

課題探求・
解決能力

個体の構
成と機能

病因と病態

個体の反応

人体各器官の
正常構造と機
能、病態、診
断、治療

全身に及ぶ生理
的変化、病態、
診断、治療

医学・医療と
社会

基本的
診療技能

症状・病態
からのｱﾌﾟ

ﾛｰﾁ

基本的
診療知識

医学
一般

診
療
の
基
本 全期間を通じて

身につけるべき事項

内科系臨床実習

外科系臨床実習

救急医療臨床実習

地域医療臨床実習

臨
床
実
習

基本事項

臨
床
実
習
開
始
前
の
「
共
用
試
験
」

教

養

教

育

物理現象と
物質の科学

生命現象の
科学

情報の科学

人の行動と
心理

選 択 制 カ リ キ ュ ラ ム

モデル・コア・カリキュ
ラムの改訂に関する

連絡調整委員会

モデル・コア・カリキュ
ラムの改訂に関する

専門研究委員会

モデル・コア・カリ
キュラムの改訂に関
する恒常的な検討

（社）医療系大学間共用試
験実施評価機構が実施
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医学教育改革の進捗状況

実施予定

計画中

91.1%

0%
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40%

60%

80%

100%

１４年度 １６年度 １８年度 ２０年度

モデル・コア・カリキュラムの導入状況

10週以下 51週以上

41週～50
週

31週～40
週

21週～30
週

11週～20
週

診療参加型臨床実習の全実習時間
回答のあった
70大学の週

数別内訳（平
成２０年度）

「我が国の大学医学部（医科大学）白書（全国医学部長病院長会議）

実施（検討
中含む）

既に実施

検討中

97.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１２年度 １４年度 １６年度 １８年度 ２０年度

診療参加型臨床実習の実施状況

※「検討中」平成１６年度調査
から加わったもの

組織的に教
育体制に組
み入れてい

る

講座毎に異
なる

無回答

67.1%

30.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１６年度 １８年度 ２０年度

診療参加型臨床実習の取組状況

見学型から診療参加型への臨床実習の転換を目指し、平成１３年度に作成したモデル・コア・カリキュラムに基づく教育が各大学で進めら
れ、臨床実習の改善も進んでいるが、依然として臨床実習の程度や時間などには大学間で格差がある。
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１．臨床研修の基本理念
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、

医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる
負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるもので
なければならない。

（医師法第１６条の２第１項に規定する医師臨床研修に関する省令）

２．臨床研修のプログラム
① 基本研修科目（内科、外科及び救急部門（麻酔科を含む。））、必修科目（小児科、産婦

人科、精神科 及び地域保健・医療）は、必ず研修を行う（研修期間は、それぞれの科目で
少なくとも１月以上）。 ーいわゆるスーパーローテーション方式ー

② 原則として、当初の１２月は基本研修科目を研修。

１８才 ２２才

法に基づく
臨床研修

医学部（６年） 大学病院・臨床研修病院

専門教育

２６才

医
師
国
家
試
験
合
格

（一
回
目
医
籍
登
録
）

臨床研修修了後の研修等 ・・
準備教育

共
用
試
験

臨床前
医学教育

診療参加型
臨床実習

年 齢

２年

２４才

入
学
試
験

高等学校
３年

専
門
医
資
格
取
得

臨
床
研
修
修
了

（二
回
目
医
籍
登
録
）

知識・技能
の評価

生涯教育

医師臨床研修制度について
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区
分

H15(H16研修) H16(H1７研修) H17(H18研修) H18(H19研修) H19(H20研修) H20(H21研修) H21(H22研修)

研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率

臨床
研修
病院

3,193 41.2 3,784 47.3 4,184 51.7 4,148 51.2 4,087 50.9 3,999 50.9 3,959 50.3

大
学
病
院

4,563 58.8 4,216 52.7 3,916 48.3 3,946 48.8 3,943 49.1 3,859 49.1 3,916 49.7

計 7,756 100 8,000 100 8,100 100 8,094 100 8,030 100 7,858 100 7,875 100

（出典） 財団法人医師臨床研修マッチング協議会

臨床研修医マッチング結果の推移
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平成20年9月～21年2月 文部科学省・厚生労働省において
「臨床研修制度のあり方等に関する検討会」（座長：高久史麿自治医科大学長）を設置し検討

○「医師としての人格のかん養と基本的な診療能力の修得」という制度の基本理念・到達目標を前提として

以下の考え方に立って見直す。

①研修医の将来のキャリア等への円滑な接続が図られるよう、研修プログラムを弾力化。

②卒前・卒後の一貫した医師養成を目指し、研修の質の向上や学部教育の充実を図る。

③医師の地域偏在対応、大学等の医師派遣機能強化、研修の質向上等の観点から、募集定員等を見直す。

基本的な考え方

医道審議会医師臨床研修部会で詳細を検討後、平成21年4月28日に省令改正

区 分 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率
研修
医数

比率

臨床研修病院 2,243 27 3,262 44 3,824 51 4,266 55 4,137 55 4,144 54

大学病院 5,923 73 4,110 56 3,702 49 3,451 45 3,423 45 3,591 46

計 8,166 100 7,372 100 7,526 100 7,717 100 7,560 100 7,735 100

現行の臨床研修制度については、研修医の基本的な診療能力が向上したとの効果がある一方、
大学の医師派遣機能が低下し、地域の医師不足問題が顕在化するきっかけとなったとの指摘

臨床研修医採用状況の推移

臨床研修制度の見直しについて
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ﾓﾃﾞﾙ･ｺｱ･ｶﾘｷｭﾗﾑ作成、臨床実習開始前の共用試験導入を踏まえ、医学教育は着実に改善
臨床実習の内容・程度に格差があり、国家試験対策から６年次の臨床実習が形骸化
臨床系教員の多忙化による指導体制への影響、研究活動の停滞が深刻
医師不足問題への対応、臨床研修制度の見直しの方向性を踏まえ、卒前・卒後教育を一貫して見通した
医学教育の改善を図る必要

臨床研修制度の見直し等を踏まえた医学教育の改善について

平成21年5月1日に「臨床研修制度の見直し等を踏まえた医学教育の改善について」を
とりまとめ

文部科学省・厚生労働省の合同で設置した「臨床研修制度のあり方等に関する検討会」
において、臨床実習の充実を図るなど、医学教育のカリキュラムの見直しを行うことが提言

（平成２１年２月１８日）

平成21年2月～「医学教育カリキュラム検討会」（座長：荒川正昭新潟県健康づくり・スポーツ
医科学センター長）を設置し、検討

検討の趣旨
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「臨床研修制度の見直しを踏まえた医学教育の改善について」（平成21年5月1日）の概要

臨床実習を系統的・体系的に充実させ、診療チームの一員として、患者に接し、診断・治療の判断ができる基
本的な能力や医療人としての基本的姿勢を確実に身に付けるとともに、自らの将来のキャリアを明確に見通
すことができるようにする

◆基本的診療能力の確実な習得と将来のキャリアの明確化

５・６年次等の臨床実習の必要最低単位数（例えば５０単位）を明確化（大学設置基準の改正等）

臨床実習の充実の観点からの到達目標の明確化、内科、外科等の基本科目の充実、多くの診療科との連携を要
する救急、総合診療、産科、周産期、小児、精神医療等の体系的教育の重視

入学者選抜、医学教育、卒後教育を一貫した明確な理念の下、地域医療機関等と連携し、多様な現場に触
れ、患者や地域の人々に接し実感させる機会を系統的に設け、患者等から信頼されるコミュニケーション能力
や、地域の医療を担う意欲、使命感を高める

◆地域の医療を担う意欲、使命感の向上

卒前・卒後教育を一貫して担う大学が、全学的な体制の下、地域医療機関等と一体となって、地域全体で医師を
養成・確保するシステムの構築を推進

地域の医師確保のための地域枠や、医師不足診療科等の医師養成重点コースの設定等の推進

基礎と臨床の有機的連携により、進展著しい生命科学や医療技術の成果を生涯を通じて学び、常に自らの診
断・治療技術等を検証し磨き続け、日々の診療の中で患者や疾患の分析から病因や病態を解明するなどの
研究マインドを涵養する

◆基礎と臨床の有機的連携による研究マインドの涵養

研究者養成の重点コース、MD-PhDコース等や、研究室配属など実際の研究に携わる機会を推進

基礎と臨床を関連付けた横断的、統合的な教育の重視
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共用試験、医師国家試験それぞれが整合性をもって各段階で求められる能力を適正に評価し、臨床実習をは
じめとする学習成果を生かす多面的な評価システムを確立する

◆学習成果を生かす多面的な評価システムの確立

共用試験の位置付けを明確化し、統一的な合格基準を設定。合格者に一定の証明書を発行

実習段階で可能な医行為を考慮し、必要実習内容等の実施履歴体系的記録・蓄積システムを構築

国家試験が臨床能力を適切に評価できるものとなるよう強く要請

臨床実習の充実など医学教育の改善の実現のため、地域医療機関や関係地方自治体等との連携を深めな
がら、教育、研究、診療を担う大学教員の勤務環境を改善し、指導体制を強化する

◆医学教育の充実に必要な指導体制の強化

大学設置基準に定める最低必要教員数の拡充を検討

医師不足が深刻な診療科等の環境整備や医療補助職員の配置等によって教員の勤務環境を改善

今後の検討

今後は、中央教育審議会、ﾓﾃﾞﾙ･ｺｱ・ｶﾘｷｭﾗﾑ改訂に関する連絡調整委員会での検討が必要

文部科学省・厚生労働省が連携し、卒前・卒後を一貫して見通し、改革進捗の検証の場の設置を要請
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「新時代の大学院教育（平成17年答申）」の検証について

中央教育審議会大学分科会大学院部会医療系ワーキンググループの設置(H21.7.31）

大学院に関する諸課題について、課程別、学問分野別の専門的な調査審議を行うため、大学院部会に以下のワーキ
ンググループ（WG）を設置。

①人社系WG

②理工農系WG

③医療系WG

（所掌事務） 医学、歯学、薬学、医療技術における大学院教育の充実強化及び適正な規模の在り方等について
専門的な調査審議を行う。

④専門職学位課程WG

医療系WG委員（役職は21.10.1現在、○は座長）

（委 員） １名

菱沼 典子 聖路加看護大学看護学部教授

（専門委員） ９名

○桐野 高明 国立国際医療センター総長

古谷野 潔 九州大学大学院歯学研究院教授

長野 哲雄 東京大学大学院薬学系研究科教授群

成宮 周 京都大学大学院医学研究科教授

福田 康一郎 （社）医療系大学間共用試験実施評価機構副理事長

古市 喜義 アステラス製薬株式会社常勤顧問

森田 育男 東京医科歯科大学研究担当理事・副学長

山本 修三 （社）日本病院会会長

（審議状況）

○H21.10.1第1回WG

大学院教育振興施策要綱の検証について 他

・書面調査(11/3～12/4)

医学、歯学、薬学、看護学分野の計75大学院

・訪問調査(2/5～2/26)

医学、歯学、薬学、看護学分野の計8大学院

○H22.3.5第2回WG

ヒアリング（4大学院） 他

○H22.3.25第3回WG

新時代の大学院教育の検証について 他

○H22.5.28大学院部会へ報告
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「新時代の大学院教育（平成17年答申）」の検証について
中央教育審議会大学分科会大学院部会医療系ワーキンググループ（報告（案））概要（H22.3.26）

Ⅰ検討の経緯

医療系大学院について、平成１７年９月の中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」に掲げ
た大学院教育の実質化等の進捗状況や課題を検証するため、医学・歯学・薬学・看護学の４分野
から抽出した７８の大学院の専攻に対する書面調査を行い、さらに、ヒアリング調査による検証（４
大学院）、及び訪問調査（８大学院）を実施。

大学院教育の方向性を明らかにし、平成２３年度以降のための新たな「大学院振興施策要綱」
の策定を視野に入れた検討に資するよう、医療系大学院に係る大学院答申の検証結果をまとめ、
今後の改善方策を報告するもの。

Ⅱ検証と改善方策

今後の医療系大学院には、職業社会の要請等に的確に応え、学生本位の立場に立ち、学位の
授与へと導くプロセス全体を貫いて、開かれた、魅力ある教育を展開がこれまで以上に求められる。

そのために取り組むべき課題は多いが、特に以下の取組を求めるもの。

１．ディプロマ・ポリシーとしての人材養成目的、カリキュラム・ポリシーとしての知識・技能の修得

目標、アドミッション・ポリシーを整合的に明確にし、学生・社会に公開し、開かれた大学院教育

の推進

２．医療系大学の拡大等により優れた大学教員が求められており、大学教員の養成機能の強化
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３．医療・研究倫理や研究方法論、統計などを基盤としつつ、他の医療機関や研究機関、学内外

の他専攻等と有機的に連携し、面的に拡がりのある大学院教育の推進

４．医療系人材養成を主たる目的とする課程にあっては、具体的な臨床技能や研究能力に関する

修得目標の明確化

５．大学院修了者のキャリアパスを確立するとともに、我が国の医学・医療等を牽引する優れた医

療系大学院生が安定して生活できる程度の経済的支援の充実

６．今日の大学院教育の実質化は、大学院ＧＰ等の競争的資金による指導体制強化によってもた

らされた側面が強く、基盤的経費を確実に措置するとともに競争的資金の充実が不可欠

７．保健医療分野の職業人養成の性格の強い医療系大学院の教育の質保証の観点から、各分

野の特性を踏まえた客観的な評価システムの構築

８．感染症対策をはじめ健康長寿という人類共通の課題解決に向け、アジア等の機関との強固な

連携・交流を基盤とする国際的な教育研究拠点の形成の推進
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■ 医学・修士

※保健分野 ･･･ 医学、歯学、薬学関係、その他（看護学、保健学等）を含む分野
（学校基本調査（文部科学省）学科系統分類表より）

修了者の進路（医学・修士・公立）

就職者

69.49%

専修学

校・外国

学校等

0.00%

一時的な

仕事

1.69%

左記以外

の者

1.69%

死亡・不詳

3.39%
進学者

23.73%

進学率・就職率の推移（医学・修士・国立）

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%割

合

（
％

）

進学率 45.3 48.9 49.7 51.2 45.5 36.2 32.8 30.7

就職率 38.7 39.1 39.1 38.3 43.3 49.5 54.5 60.7

H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

進学率・就職率の推移（医学・修士・公立）

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%割

合

（
％

）

進学率 31.8 26.2 18.4 28.0 25.6 30.8 26.2 23.7

就職率 45.5 21.4 21.1 46.0 48.8 53.8 67.7 78.0

H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

進学率・就職率の推移（医学・修士・私立）

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%割

合

（
％

）

進学率 21.0 24.1 32.3 27.4 23.5 24.0 21.3 26.2

就職率 54.8 58.6 64.5 58.9 68.4 76.0 77.2 64.6

H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

修了者の進路（医学・修士・国立）

進学者

30.71%

死亡・不詳

1.69%

左記以外

の者

8.24%一時的な

仕事

0.37%

専修学校・

外国学校

等

0.19%

就職者

58.80%

修了者の進路（医学・修士・私立）

就職者

63.08%

専修学校・

外国学校

等

3.08%

一時的な

仕事

0.00%

左記以外

の者

6.15%

死亡・不詳

1.54%

進学者

26.15%

「一時的な仕事に就いた者」・・・アルバイト、パート等、臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者。就職者数に含まれない
「左記以外の者」・・・家事の手伝い等、進学でも就職でもないことが明らかな者 ※学校基本調査（文部科学省）調べ

社会人割合の推移（医学・修士）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%
国立

公立

私立

全体

国立 15.5% 15.2% 12.0% 13.8% 14.6% 18.4%

公立 9.1% 2.0% 26.2% 35.4% 34.8% 29.9%

私立 10.8% 24.2% 28.9% 30.1% 32.9% 33.1%

全体 13.1% 16.0% 16.0% 18.4% 19.8% 22.5%

平成12年度 平成15年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

学生数の推移（医学・修士）

0
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合計 419 1111 1512 1613 1705 1870
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公立 66 100 107 130 141 197 

国立 233 763 1,135 1,201 1,236 1,313 
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度
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度
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度
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度
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■ 医学・博士

※保健分野 ･･･ 医学、歯学、薬学関係、その他（看護学、保健学等）を含む分野
（学校基本調査（文部科学省）学科系統分類表より）

「一時的な仕事に就いた者」・・・アルバイト、パート等、臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者。就職者数に含まれない
「左記以外の者」・・・家事の手伝い等、進学でも就職でもないことが明らかな者 ※学校基本調査（文部科学省）調べ

就職率の推移（医学・博士・国立）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
割

合

（
％

）

就職率 84.0 77.2 75.0 73.5 77.9 77.1 76.3 74.8

H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

就職率の推移（医学・博士・公立）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
割

合

（
％

）

就職率 83.4 89.1 84.6 86.5 91.0 87.5 90.6 77.9

H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

就職率の推移（医学・博士・私立）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
割

合

（
％

）

就職率 72.6 76.5 79.2 78.7 80.9 83.2 84.9 92.2

H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

修了者の進路（医学・博士・国立）

進学者

0.44%

死亡・不詳

5.10%
左記以外

の者

16.75%
一時的な

仕事

1.40%

専修学校・

外国学校

等

0.83%

就職者

75.48%

修了者の進路（医学・博士・公立）

就職者
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専修学

校・外国

学校等
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一時的な

仕事

0.00%

左記以外

の者

8.65%

死亡・不

詳

11.86%

進学者

0.00%

修了者の進路（医学・博士・私立）

進学者

0.25%

死亡・不詳

0.63%
左記以外

の者

5.91%
一時的な

仕事

0.38%

専修学校・

外国学校

等,

 0.25%

就職者

92.33%

社会人割合の推移（医学・博士）

0.0%
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60.0%

国立 24.6% 33.4% 41.6% 44.6% 49.8% 54.6%

公立 1.7% 1.4% 23.4% 17.3% 18.9% 37.7%

私立 10.9% 12.7% 19.2% 25.1% 32.1% 44.2%

全体 20.0% 26.4% 35.4% 38.3% 43.7% 51.1%

平成12年度 平成15年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

学生数の推移（医学・博士）
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平成12年

度

平成15年

度

平成17年

度

平成18年

度

平成19年

度

平成20年

度
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医学系大学院（４年制博士課程）の入学定員の推移
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医学系大学院（２年制修士課程）の入学定員の推移

区 分
(入学定員)

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

国 立 3,250 3,238 3,143 3,100 3069

公 立 406 406 421 421 421

私 立 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

合 計 5,096 5,084 5,004 4,961 4,930

２１年度の学校数：７９大学（国立４２，公立８，私立２９）

区 分
(入学定員)

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

国 立 649 708 741 738 773

公 立 46 46 66 101 101

私 立 115 120 120 120 120

合 計 810 874 927 959 994

２１年度の学校数：５０大学（国立３５，公立８，私立７）

■ 大学院の入学定員の推移（医学・歯学）
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■ 博士課程入学者充足率の推移（分野別）

博士課程の入学者充足率（＝入学者／入学定員）は全体的に低下傾向にあり、平成１９年度に
おいては全ての分野の入学者充足率が９割以下となっている。

（出典）「学校基本調査」（文部科学省）、「全国大学一覧」（財団法人文教協会）

※ 「教育」・「芸術」・「家政」・「その他」分野は修了者が比較的少ないことから省略
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